
　
皆
さ
ん
は「
人
権
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま

す
か
？ 

人
権
と
は
、

・�

人
が
人
ら
し
く
生
き
る
権
利
で
、�

誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て�

持
つ
権
利

・�

す
べ
て
の
人
が
生
命
と
自
由
を�

確
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
を�

追
求
す
る
権
利

で
あ
り
、
誰
に
で
も
身
近
で
大
切
な
も
の

で
す
。
ま
た
、
互
い
の
思
い
や
り
に
よ
っ

て
日
々
守
ら
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
人
は
時
と
し
て
、
誤
解
や
偏

見
か
ら
差
別
意
識
が
生
ま
れ
た
り
、
気
付

か
な
い
う
ち
に
相
手
を
傷
つ
け
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
社
会
で
は
、

い
じ
め
や
虐
待
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用

い
た
誹
謗
中
傷
や
差
別
の
書
き
込
み
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
侵
害
が
起
き
て
い
ま
す
。

　
一
人
一
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、
身

近
に
あ
る
人
権
問
題
に
気
付
い
て
自
分
の

こ
と
と
し
て
考
え
、
行
動
で
き
る
態
度
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
本
特
集
で
は
、
人
権
に
関
す
る
相
談
対

応
や
、
人
権
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
啓

発
活
動
な
ど
を
行
う「
人
権
擁
護
委
員
」

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

あ
な
た
の
ま
ち
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

「
人
権
擁
護
委
員
」

人
権
擁
護
委
員
は
ど
ん
な
人
？

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
に
基
づ
き
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
て
活
動
し
て
い
る
民
間
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
す
。
全
国
に
約
１
万
４
，

０
０
０
人
お
り
、
本
市
で
は
６
人
の

委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

８月は
人権啓発
強調月間

　
串
間
市
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
局
と
連
携

し
て
人
権
相
談
を
開
催
し
、
問
題
解
決
へ
の
お

手
伝
い
や
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
啓
発
活
動
と
し
て
次

の
活
動
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
人
権
の
大
切
さ

を
社
会
に
広
げ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す

　毎月１回、市役所などで行われる特設
人権相談（今月の日程は24ページに掲載）。
相談は無料で、秘密は厳守されます。ま
た、宮崎地方法務局日南支局でも常設の
人権相談が行われています。差別やいじ
め、虐待など、１人で悩まず、人権擁護
委員にご相談ください。

■開催場所
・�【特設】市役所（偶数月）、支所（奇数月）：

毎月１回
・�【常設】宮崎地方法務局日南支局：週３回
■相談料＝無料（予約不要）

人権
教室

　幼稚園、保育園、小中学校などに
出向き、寸劇や紙芝居などを通して
相手への「思いやり」の大切さなどを
学んでもらいます。

　８月の人権啓発強調月間に合わせ
て開催。子どもたちにアニメ映画を
通して人権の大切さについて考えて
もらいます。

ふれあい
映画祭

人権の花
運動

　花を育てることで「命の大切さ」などの
心を育んでもらうため、串間市人権啓発
推進協議会と共同で実施。今年は大平
小学校など７団体に花を贈呈しました。

一人で悩まず
ご相談ください

「自分の人権・人の人権・みんなの人権」
　串間市人権擁護委員は６人選出されてお
り、主に人権相談や人権啓発活動を行って
います。人権相談は、複雑な問題など内容
によっては法務局や社会福祉協議会などと
連携して解決に向けてサポートしています。
何か困り事がありましたら、１人で悩まずぜ
ひご相談ください。
　また、人権啓発活動の１つである人権教
室は、保育所や児童クラブ、小中学校など、
子どもたちに向けた教室を中心に行ってお
り、幼いころから「命」「思いやり」などの大
切さを理解してもらえるように、DVDや人
権カルタなどを通じて分かりやすく教えてい
ます。今後は関係機関と連携した大人向け
の人権教室の開催を検討しています。

　皆さんが幸せに暮らせるよ
うに、これからも人権を守
る活動を積極的に行ってい
きたいと思います。

問い合わせ先＝総務課総務係☎72 ‐ 4557

串間市人権擁護委員
（日南人権擁護委員協議会

副会長）
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